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2024年３月期第１四半期報告書に係る 

四半期レビュー報告書の結論の不表明に関するお知らせ 

 

当社は、2023 年８月４日付で、当社の会計監査人であるになぎさ監査法人から 2024 年３月期第１

四半期の四半期連結財務諸表について結論を表明しない旨の四半期レビュー報告書を受領いたしまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1． 監査及びレビューを実施した監査法人の名称 

なぎさ監査法人 

 

2． 四半期レビュー報告書の内容 

2024 年３月期第１四半期の四半期連結財務諸表に係る結論の不表明の根拠は次のとおりです。 

 

＜結論の不表明の根拠＞ 

会社は 2020 年 3 月 21 日から 2022 年 4 月 20 日分までの期間において申請した新型コロナウイ

ルス感染症の影響に伴う特例による雇用調整助成金について、2022年 2月より開始された大阪労

働局助成金センター(以下「助成金センター」という。)による確認調査の結果、不正受給であっ

たと認定され、2023 年 3 月 28 日付けで、会社が受給していた雇用調整助成金全額について支給

決定等取消通知が発出された。また、助成金センターからは、産業雇用安定助成金の受給につい

ても調査対象とすることを告知されていたが、助成金センターとの協議の中で、受給要件を満た

さないことを認め、自主返還を決定した。 

雇用調整助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「不正な意思のもと

に申請を行った事実はなかった」と結論付けられた調査報告書（２０２２年９月１３日付）を入

手していたが、助成金センターからは、不正な意思が認められたとして受給金額の全額のみなら

ず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、不正の意思の認定において会

社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止め、改め

て第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要で
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ある旨の提言を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日に第三者委員会を発足し、同年 7

月 14 日に同委員会による調査報告書を受領した。 

第三者委員会の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の

指摘がなされており、その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識し

ていたことを示す事実も見受けられなかったとするものの、経営上生じる問題点をすみやかに発

見、把握し、問題解決に向けた方策を実行することによって、不祥事を回避するという意味での

経営者の管理能力に問題があったことは明らかと指摘されている。 

当監査法人は第三者委員会の調査結果を受け、会社の内部統制の評価を行った結果、不祥事を

回避するという意味での経営管理能力の欠如が重大な影響を及ぼし得る新規事業について、重要

な虚偽表示リスクをより高いものと評価し、監査計画に基づく監査手続の実施を試みたものの、

手続きの実施に多くの制約があり、十分かつ適切な監査証拠の入手を行うことができなかった。 

以上から、当監査法人は、四半期連結財務諸表において未発見の虚偽表示がもしあるとすれば

それが及ぼす可能性のある影響が重要かつ広範であると判断した。 

その結果、当監査法人は、四半期連結財務諸表に対して結論を表明する根拠となる十分かつ適

切な監査証拠を入手することができず、四半期連結財務諸表に重要な修正が必要かどうかについ

て判断することができなかった。 

 

3． 四半期レビュー報告書の受領日 

2023 年８月４日 

 

4． 今後の対応 

当社は、このたび監査法人の意見不表明に至った事由を厳粛に受け止め、速やかに事態の収拾が

できるよう最善を務めるとともに、今後同様の事態が生じないよう適切な対応を進めてまいります。 

 

 株主及び取引先をはじめ関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をお掛けしましたことを深くお

詫びいたします。 

 

以  上 

  


